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令和５年第２回定例会 経済建設常任委員会審査記録 

 

１ 日  時  令和５年７月２１日（金） 午前１０時００分 

２ 場  所  市役所 第一委員会室 

３ 議  題  議第８１号 市道路線の認定について 

４ 出席委員（６名） 

        １番  渡 辺   昌 君    ２番  河 村 幸 雄 君 

        ４番  川 村 敏 晴 君    ５番  大 滝 国 吉 君 

        ６番  本 間 善 和 君    ７番  尾 形 修 平 君 

５ 欠席委員（なし） 

６ 地方自治法第１０５条による出席者 

        議 長  三 田 敏 秋 君 

７ 委員外議員（なし） 

８ 説明のため出席した者 

        副 市 長     忠     聡 君 

        政 策 監     須 賀 光 利 君 

        農 林 水 産 課 長     小 川 良 和 君 

        同課農業振興室 長     中 川 博 之 君 

        同課農業振興室係長     小 田   篤 君 

        同課林業水産振興室長     伊 藤 幸 夫 君 

        同課みらい農業創造推進室長     高 橋 和 憲 君 

        農業委員会事務局長     高 橋 雄 大 君 

        地域経済振興課 長     富 樫   充 君 

        同課経済振興室 長     田 村 政 和 君 

        観 光 課 長     田 中 章 穂 君 

        同課観光交流室 長     村 山 真 一 君 

        同課観光交流室主幹     小 池 一 栄 君 

        同課観光交流室副参事     園 部 和 枝 君 

        建  設  課  長     須 貝 民 雄 君 

        同 課 整 備 室 長     小 田 康 隆 君 

        同課整備室副参 事     伊 藤 孝 雄 君 

        同 課 管 理 室 長     本 間 孝 幸 君 

        同 課 管 理 室 係 長     本 間 友 紀 君 

        都 市 計 画 課 長     大 西   敏 君 

        同 課 参 事     小 野 道 康 君 

        上 下 水 道 課 長     稲 垣 秀 和 君 

        同課経営企画室 長     林   奈 美 君 

        荒川支所産業建設課長     渡 邉   修 君 

        神林支所産業建設課長     斎 藤 雄 一 君 

        朝日支所産業建設課長     鈴 木 健 次 君 

        山北支所産業建設課長     小 田 和 弘 君 

９ 議会事務局職員 

              局  長   内 山 治 夫 
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              書  記   中 山   航 

──────────────────────────────────────────── 

（午前１０時００分） 

委員長（尾形修平君）開会を宣する。 

 

〇本委員会の審査については、審査日程どおりに進むことに異議なく、そのように決定する。 

──────────────────────────────────────────── 

日 程 第 １ 議第81号 市道路線の認定についてを議題とし、担当課長（建設課長 須貝民雄君）

から説明を受けた後、質疑に入る。 

（説 明） 

建設 課長  おはようございます。それでは、議第81号 市道路線の認定についてのご説明をさ

せていただく。本案は、村上市緑町１丁目地内の私道について、緑町１丁目区長よ

り市道路線認定の申請があり、認定の基準に合致することから認定をお願いするも

のである。なお、起終点位置、幅員、延長については、議件書の別記に記載のとお

りである。次に、市道路線認定説明図を御覧ください。認定をお願いいたす路線は、

説明図に示す箇所になるが、市道女子高線を起終点とする路線となっている。説明

については以上である。 

 

（質 疑） 

川村 敏晴  ここは、私も日々１回くらいは通るような、事務所近くにあるので。この図見ると、

直線道路の部分的な85メートルの部分だけを認定するというふうに見えるのだが、

どう見ればいいのかな、これ。この直線道路なのか。 

（何事か呼ぶ者あり） 

川村 敏晴  これが道路なのか。分かった。 

 

（自由討議） 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

（討 論） 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

 以上で質疑を終結し、自由討議を求めたが自由討議なく、討論を求めたが討論なく、起立による

採決を行った結果、議第81号については、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

〇以上で本委員会に付託された案件の審査を終了し、本委員会の報告を委員長に一任することを決

め閉会する。 

 

委員長（尾形修平君）閉会を宣する。 

（午前１０時０３分） 


